










研究目的 

乳児死亡の第一原因であった感染症による死亡が減少し,遺伝性、体質性といったいわゆる

先天異常による死亡は,減少するどころか逆に増加の傾向にある。また少産少死の時代にな

って来て,国民の目はいわゆる先天異常にむけられて来た。遺伝相談は個人的には家族計画

であり,社会的には予防医学である。わが国においても次第に遺伝相談に対する国民の要望

,需要がきわめて大きいものになってきたが,これらの対応として,適正で円滑な遺伝相談

の国民への提供はきわめて不足している。それはわが国において卒後教育を含めて医学教

育のいかなる部分においても,系統的な人類遺伝学あるいは臨床遺伝学の教育は行われて

おらず,カウンセラーの不足と,遺伝というと悪いもの,いかがわしいものといった考え方

があり,人類遺伝学に対する知識の導入がおくれてきた。1977 年 WHO 国際科学委員会の報

告をみても,人類の 10.5%に遺伝的な問題をかかえている人が生れてくるといわれている。

従って,この問題をさけて通れなくなってきた。即ち地域における遺伝相談の需要は急増し

てきており,国民に最も密着した適正な遺伝相談を地域住民に提供し,これが効果的でかつ

円滑に進められるには地域の医療,保健関係者のみならず,地方自治体の行政関係者も一体

となって,それぞれの地域の実情に適合した組織の存在が不可欠である。これまでに実際に

行われている地域遺伝相談サービスの経験から得られた事実をもとにして,今後予想され

る,各地における遺伝相談サービスのあり方と具体的な方法を,地域の条件に応じうる形で

,いくつかの基本的な形態を解明しようとするものである。従って本年度は現在行われてい

る地域遺伝相談事業の形態を分析し,その運営の方法について検討することを目的とした。 


